
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
平
成
二
十
一
年
度
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施 

（
畜　

産　

課
）　

　

一

〇
平
成
二
十
一
年
度
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ

　

バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
平
成
二
十
一
年
度
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
平
成
二
十
一
年
度
豚
コ
レ
ラ
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
平
成
二
十
一
年
度
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
平
成
二
十
一
年
度
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
二
十
一
年
度
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
二
十
一
年
度
馬
伝
染
病
貧
血
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
二
十
一
年
度
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス

　

及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
平
成
二
十
一
年
度
腐
蛆
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
平
成
二
十
一
年
度
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
検
査
の
実
施 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
（
生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。）
と
す
る
。

１　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
七
ヶ
宿
町
、
村
田
町
、
丸
森
町
、
岩
沼
市
、

亘
理
町
、
山
元
町
、
利
府
町
、
大
和
町
、
大
郷
町
、
大
衡
村
、
大
崎
市
（
旧
古
川
市
、
三
本
木
町
の
区
域
）、
加

美
町
、
栗
原
市
（
旧
瀬
峰
町
、
鶯
沢
町
、
花
山
村
の
区
域
）、
登
米
市
（
旧
東
和
町
、
南
方
町
の
区
域
）、
本
吉
町

又
は
南
三
陸
町
（
旧
歌
津
町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の

２　

種
付
け
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３　

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

５　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の
発
生
予
察

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛
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四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
（
死

体
）
の
所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
状
況
の
把
握

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
（
死
体
）
の
種
類
及
び
範
囲　

　

月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
二
十
四
月
以
上
で
死
亡
し
た
牛
の
死
体
（
牛
海
綿
状
脳
症
特
別
対
策
措
置
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

四　

実
施
の
期
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
コ
レ
ラ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

２　

種
付
け
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

３　

１
又
は
２
の
豚
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

豚
コ
レ
ラ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定

す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
豚

２　

種
付
け
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
豚

３　

１
又
は
２
の
豚
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚

四　

実
施
の
期
日　

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法
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血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

六
週
齢
以
上
の
家
き
ん
（
飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
は
十
羽
以
上
）
の
農
場
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。）
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

１　

臨
床
検
査
及
び
血
清
抗
体
検
査
（
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

　

２　

そ
の
他
必
要
な
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
種
鶏

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
も
の
（
生
後
百
八
十
日
未
満
の
も
の
を
除
く
。）
と
す
る
。

１　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
馬

２　

種
付
け
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
馬

３　

１
又
は
２
の
馬
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬

４　

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
に
よ
る
競
馬
に
出
場
す
る
馬

５　

馬
術
競
技
又
は
乗
馬
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
馬

６　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
馬

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視
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伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

次
に
掲
げ
る
牛
、
馬
及
び
豚

１　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
で
定
め
る
種
畜

２　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
牛
、
馬
及
び
豚

四　

実
施
の
期
日　

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
及
び
病
性
鑑
定
指
針
（
平

成
十
年
十
月
二
十
二
日
付
け
十
Ａ
第
千
九
百
三
十
七
号
農
林
水
産
省
畜
産
局
長
通
知
）
並
び
に
種
畜
検
査
執
務
要
領

（
昭
和
五
十
九
年
十
月
六
日
付
け
五
十
九
畜
Ａ
第
三
千
六
百
二
十
一
号
農
林
水
産
省
畜
産
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る

方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

腐 
蛆 
病
の
発
生
予
防

そ

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

み
つ
ば
ち
（
転
飼
及
び
定
飼
蜂
群
）

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
つ
い
て
（
昭
和
三
十
年
十
一
月
一
日
付
け
三
十
畜
局

第
四
千
三
百
三
十
三
号
農
林
水
産
省
畜
産
局
長
通
達
）
別
紙
腐 
蛆 
病
検
査
要
領
に
規
定
す
る
方
法

そ

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
（
以
下
「
注
射
等
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当

該
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
注
射
等
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

共
同
牧
野
等
で
放
牧
飼
養
さ
れ
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
の
別
及
び
そ
の
方
法

　
　

薬
浴
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